
徳
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
表
日
野
谷
発
電
所
の
項
中
「
一
八
、
九
○
○
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
を
「
一
四
、
四
○
○
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
に
改
め
、
同
一
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

マ
リ
ン
ピ
ア
沖
洲
太
陽
光
発
電
所

徳
島
市
東
沖
洲
一
丁
目

二
、
○
○
○
キ
ロ
ワ
ッ
ト

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

日
野
谷
発
電
所
に
係
る
水
利
使
用
許
可
の
更
新
に
お
け
る
常
時
使
用
水
量
の
変
更
及
び
マ
リ
ン
ピ
ア
沖
洲
太
陽
光
発
電
所
の
新
設
に
伴
い
、
電
気
事
業
の
規
模
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

第
十
八
号

徳
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

徳
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
十
八
号

徳
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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案


